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令和８年度 港区青年海外派遣事業 募集要項 

１ 事業目的 

港区在住の青年が、区の国際友好都市であるパリ市１５区を中心に、フランス共和国

パリ市の文化・芸術・行政施策等に触れることで、多様な価値観や社会のあり方を体感

し、国際的な視野を広げる機会とします。 

本事業における一連のプログラムを通じて、異文化への理解やコミュニケーション等

の力を深め、本事業での経験を区の事業や地域活動に還元することで、区の国際交流の

発展につなげます。 

 

２ 派遣先 

フランス共和国 パリ市 

 

３ 実施期間・内容（予定） 

（１）事前研修（全３回、開催場所はすべて港区役所） 

回数 日  程 概  要 

第１回 
令和８年９月２０日（日） 

９：００～１６：００ 
パリ市及びパリ市１５区の歴史や行政制度

の学習、フランス語学習、安全対策講座、

日仏比較リサーチ、学生交流準備 等 

第２回 
令和８年１０月４日（日） 

９：００～１６：００ 

第３回 
令和８年１０月１８日（日） 

９：００～１６：００ 

（２）結団式（開催場所は港区役所） 

令和８年１０月２３日（金）１８：００～１９：００  

（３）現地派遣（５泊７日） 

令和８年１１月２日（月）～１１月８日（日） 

【プログラム内容】 

・パリ市１５区役所訪問及び区内視察 

・パリ市役所訪問 

・パリ日本文化会館視察、国民議会視察 

・現地大学生等との交流、文化体験等 

【文化体験例】文化芸術施設視察（美術館等） 

文化財保護活動視察（ノートルダム大聖堂、ユネスコ等） 

日本文化活動視察（パリ日本文化会館、日系企業等） 

（４）事後研修（全２回、開催場所：1回目 芝浦区民協働スペース、２回目 港区役所） 

回数 日  程 概  要 

第１回 
令和８年１２月６日（日） 

１３：００～１８：００ 派遣の振り返り、報告会資料の作成 

報告会の進行確認 等 
第２回 

令和８年１２月１１日（金） 

１８：００～２０：００ 
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（５）報告会（開催場所は港区男女平等参画センター） 

令和８年１２月２２日（火）１８：００～２０：００ 

※１６：００から発表リハーサル等の準備を予定しています。 

 

４ 募集人数 

  １５人 

   

５ 応募資格 

  令和８年７月１日現在において、港区に住民登録がある１５歳以上２４歳以下（中学

校卒業以上）のうち、次の要件をすべて満たす方 

① 本事業に主体的かつ積極的に取り組む意欲があり、事業終了後も派遣経験を生

かして区の国際交流事業等に協力できること。 

② 本事業に関する全日程（事前研修、結団式、現地派遣、事後研修、報告会）に

参加できること。 

※公欠対応の可否については、予め在籍する学校に確認してください。 

③ 本事業の趣旨を理解するとともに、区の代表者としての自覚を持ち、責任ある

行動及び規律ある団体行動ができること。 

④ 長時間移動や海外滞在期間の生活に適応できること。 

⑤ 区が指定する期日までに参加費用を納めることができること。 

⑥ １８歳未満の方は、本事業への参加に保護者の同意が得られること。 

 

６ 参加費用 

５９，０００円 

※パスポート取得等の準備費用、区が加入する海外旅行保険適用外となる現地での治

療費等、参加者個人で任意に加入する保険料、お土産代等の私的な費用は自己負担

となります。 

※事前研修、報告会等の交通費、出発日・帰国日の自宅～空港間の往復交通費は自己

負担となります。 

※ＥＴＩＡＳ取得費用（詳細未定）が発生する場合があります。取得費用が発生した

場合は、自己負担となります。詳細については外務省ＨＰをご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html 

 

７ 応募方法 

●港区電子申請サービス 

以下の二次元コードまたは URL から申し込み、項番９（１）①の提出書類を提出

してください。 

 

 

 

 
（https://logoform.jp/form/Mt5V/1547941） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
https://logoform.jp/form/Mt5V/1547941
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８ 応募受付期間 

令和８年７月１６日（木）１５：００から令和８年７月２６日（日）２３：５９まで 

※受付期間後の応募については一切受け付けません。 

 

９ 選考方法 

提出書類による一次選考（書面審査）と二次選考（グループワーク、面接）により、

参加意欲、主体性、協調性、国際理解への関心等を総合的に評価し、派遣生を決定しま

す。 

応募者との連絡はメールで行います。応募に際しては、必ず連絡可能なメールアドレ

スを申請フォームに入力してください。 

（１）一次選考（書面審査） 

① 提出書類  

・基本情報：項番７の申請フォームへ入力してください。 

・提出書類：様式１「港区青年海外派遣事業エントリーシート」（全員提出） 

      様式２「保護者同意書」（１８歳未満の方のみ提出） 

※基本情報とともに、申請フォームへアップロードしてください。 

② 結果通知 

令和８年８月上旬にメールで結果を通知します。 

一次選考通過者には、メールにて二次選考（グループワーク、面接）の日時・

会場等をお知らせします。 

（２）二次選考（グループワーク、面接） 

① 内容 

・グループワーク 

・面接（自己 PR資料を使った１分程度の自己 PR、質疑応答） 

② 日時及び会場 

令和８年８月２６日（水） 会場は港区内の区有施設 

※集合時間および集合場所は、二次選考案内通知にてお知らせします。 

③ 持ち物 

・自己 PR資料（様式自由、A4サイズ 1枚）３部 

・パスポート 

・パスポートの顔写真があるページのコピー（回収します。） 

④ 結果通知 

選考結果は、令和８年８月３１日（月）にメールにて通知します。 

 

１０ 事前説明会 

本事業の概要説明を行います。事前説明会への参加は任意であり、説明会への出欠

席は選考結果に影響しません。 

（１）日時 

令和８年７月１０日（金）１８：３０～１９：３０ 
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（２）会場 

港区役所 ９階 大会議室またはオンライン 

（３）対象 

応募資格に該当し本事業への参加を希望する方とその保護者  

（４）定員（申込順） 

会場：１００組（２００名） 

※参加希望者１名につき保護者の同伴は１名までとします。 

 オンライン：１００名 

（５）内容 募集要項の説明と、質疑応答 

（６）注意事項  

   当日、正面玄関は閉鎖しています。浜松町・大門方面の出入口をご利用ください。

駐車場、駐輪場は利用できません。公共交通機関等でお越しください。 

（７）申込方法 

●港区電子申請サービス 

令和８年７月７日（火）までに、以下の二次元コードまたは URL からお申し込

みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１ 注意事項等 

（１）パスポートの取得について 

航空券手配のためにパスポート情報を提出いただきます。別途ご案内しますが、８

月２６日（水）の二次選考の日に持参いただく予定です。パスポートをお持ちでない

場合は、間に合うように取得してください。 

（２）査証（ビザ）の取得について 

国籍によって査証（ビザ）が必要な場合がありますので、申込前にご確認くださ

い。該当する方については、派遣決定後、速やかに提出をお願いする予定です。 

（３）手数料等について 

   パスポート発行手数料、研修会や打合せ会等の交通費、出発日・帰国日の自宅～空

港間の往復交通費は自己負担となります。 

※ＥＴＩＡＳ取得費用（詳細未定）が発生する場合があります。取得費用が発生した

場合は、自己負担となります。詳細については外務省ＨＰをご確認ください。 

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html 

（４）Wi-Fi の貸与について 

   本事業において、現地通信用として、参加者一人につき、Wi-Fi ルーターを 1台貸

与します。 

（https://logoform.jp/form/Mt5V/1549670） 

＜会場参加＞ 

（https://logoform.jp/form/Mt5V/1549707） 

＜オンライン参加＞ 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page4_000122.html
https://logoform.jp/form/Mt5V/1549670
https://logoform.jp/form/Mt5V/1549707
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（５）撮影およびホームページ等への掲載について 

本事業において、すべてのプログラム中に写真・動画の撮影をします。また、撮影

された写真や動画、作成した映像や記事がテレビ、新聞、雑誌等の印刷物及び区のホ

ームページや資料等において使用されます。 

（６）アレルギーについて 

派遣先への滞在中は、プログラム実施中に提供される食事などのアレルギー対応は

一切できません。 

（７）派遣の中止等について 

国際情勢の悪化、天災等により、本事業を中止または事業内容を変更する場合があ

ります。当該理由により本事業を中止した場合、納付いただいた参加費は全額返金し

ます。 

（８）派遣決定の取消について 

派遣決定後に応募資格を満たさないことが判明した場合は、該当者の派遣決定を取

り消します。 

なお、項番１１（７）以外の理由によるキャンセルの場合、納付いただいた参加費

は一切返金いたしません。 

 

１２ 安全管理 

本事業では、外務省や現地機関からの最新情報を常時収集し、安全を最優先に実施

します。万が一の体調不良やトラブルに備え、参加者全員に治療・救援者費用無制限

の海外旅行保険に加入いたします。保険料は区で負担します。 

現地には区職員が随行し、経験豊富な添乗員や専門の現地サポートスタッフと緊密

に連携し、派遣期間中の安全確保と迅速な危機管理対応に万全を期します。 

 

１３ 問合せ先 

港区 産業・地域振興支援部 地域振興課 国際化推進係 

電話：03-3578-2308 Mail：minato93@city.minato.tokyo.jp 


